
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

    

 

   

    

  

  

 

   

   

 

  

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

平成２５年度税制改正では、納税環境整備の１つとして延滞税、利子税等の見直しが盛り込ま

れた。市場で超低金利が続く現状を勘案し、事業者等の負担を軽減するための措置。２６年１月

１日以後に対応する税について適用され、また、地方税についても国税と同様の見直しが行われ

る。 

今回今回今回今回のののの改正改正改正改正によりによりによりにより、、、、現行現行現行現行ではではではでは「「「「公定歩合公定歩合公定歩合公定歩合」」」」にににに年年年年４４４４％％％％をををを加算加算加算加算したしたしたした割合割合割合割合としていたとしていたとしていたとしていた特例基準割合特例基準割合特例基準割合特例基準割合がががが、、、、

「「「「国内銀行国内銀行国内銀行国内銀行のののの貸出約定平均金利貸出約定平均金利貸出約定平均金利貸出約定平均金利（（（（新規新規新規新規・・・・短期短期短期短期）」）」）」）」のののの平均平均平均平均にににに年年年年１１１１％％％％をををを加加加加えたえたえたえた割合割合割合割合にににに変更変更変更変更。。。。そのうえそのうえそのうえそのうえ

でででで、、、、延滞税延滞税延滞税延滞税のののの割合割合割合割合はははは特例基準割合特例基準割合特例基準割合特例基準割合＋＋＋＋７７７７．．．．３３３３％（％（％（％（２２２２カカカカ月以内月以内月以内月以内にににに納付納付納付納付したしたしたした場合場合場合場合はははは特例基準割合特例基準割合特例基準割合特例基準割合＋＋＋＋１１１１％）％）％）％）

にににに見直見直見直見直されたされたされたされた。。。。貸出約定平均金利貸出約定平均金利貸出約定平均金利貸出約定平均金利がががが１１１１％％％％のののの場合場合場合場合のののの延滞税延滞税延滞税延滞税はははは９９９９．．．．３３３３％％％％となりとなりとなりとなり、、、、本則本則本則本則１４１４１４１４．．．．６６６６％％％％からからからから

大幅大幅大幅大幅なななな引引引引きききき下下下下げとなるげとなるげとなるげとなる。。。。また納税の猶予等を受けた場合は、猶予等をした期間に対応する延滞税

の額のうち、特例基準割合を適用した額を超える金額が免除されることとなった。所得税法・相

続税法の規定による延納などに係る利子税や還付加算金の割合も、特例基準割合は貸出約定平均

金利＋１％となる。ただし相続税・贈与税に係る利子税のうち７．３％以外の割合のものについ

ては、これら利子税の割合（本則）に、当該特例基準割合が年７．３％に占める割合を乗じて算

定することとなった。 
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『２社に１社後継者不在 ６５歳以上のオーナー企業』 

６５歳を超えるオーナー社長の企業の２社に１社が後継者不在―帝国データバンクがこのほ

ど実施した調査でこんな結果が明らかになった。同調査は会社の経営者（社長）と所有者（株主）

が同一であるオーナー企業を抽出し、集計した。  

オーナーオーナーオーナーオーナー企業企業企業企業２６２６２６２６万万万万７２５５７２５５７２５５７２５５社社社社のうちのうちのうちのうち、、、、６８６８６８６８．．．．８８８８％％％％にににに当当当当たるたるたるたる１８１８１８１８万万万万３９５８３９５８３９５８３９５８社社社社がががが後継者不在後継者不在後継者不在後継者不在だだだだ

ったったったった。。。。社長社長社長社長のののの年齢別年齢別年齢別年齢別にににに見見見見るとるとるとると、、、、事業継承事業継承事業継承事業継承がががが喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題となるとなるとなるとなる６５６５６５６５歳以上歳以上歳以上歳以上ののののオーナーオーナーオーナーオーナー社長社長社長社長ではではではでは、、、、４４４４

８８８８．．．．７７７７％％％％がががが後継者不在後継者不在後継者不在後継者不在であることがであることがであることがであることが判明判明判明判明したしたしたした。。。。またまたまたまた、、、、事業継承事業継承事業継承事業継承のののの準備準備準備準備をををを始始始始めるべきめるべきめるべきめるべき６０６０６０６０歳前後歳前後歳前後歳前後のののの

オーナーオーナーオーナーオーナー社長社長社長社長でもでもでもでも７７７７    割近割近割近割近いいいい不在率不在率不在率不在率となっているとなっているとなっているとなっている。。。。オーナー社長の就任経緯では、「創業者」が

５６．２％で最も多く、次いで、「同族継承」が３２．２％だった。後継者がいるオーナー企業

で後継者の属性を見ると、「配偶者」「子供」「親族」で９１．５％を占め、「非同族」は８．

５％だった。  

１１年度決算の業績が判明しているオーナー企業のうち、「増収増益」の企 

業は全体の１６．５％だった。創業が１９１３年（大正２年）以前である、業 

歴１００年を超える長寿オーナー企業は全国に６８１０社ある。うち、業歴３ 

００年以上は１２９社、５００年超は４社あった。 


